
第３回川西市立学校のあり方審議会 資料

令和６年７月３日

川西市教育委員会 教育政策課

子どもたちの学びを保障し、質の高い教育を実現するための環境について
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「子どもたちの学びを保障し、

質の高い教育を実現するために」

学校のあり方審議会で議論する内容

①適正な学級規模・学校規模

③学校の適正配置について（通学時間・通学距離）

②特色のある教育について

④学校と地域の関係について
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適正な学級規模について
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学級規模に関する国の動き 【令和３年３月３１日】

Society5.0 時代の到来や子供たちの多様化が一層進展するなどの状況下にお
いて，安全・安心な教育環境の下，誰一人取り残すことなく，全ての子供たちの可
能性を引き出す教育へ転換し，個別最適な学びと協働的な学びを実現することが
必要であることから，一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を可能と
する指導体制を整備するために，公立の小学校の学級編制の標準を，約４０年
ぶりに一律に引き下げることとし，具体的には，学年進行により，現行の４０人か
ら３５人に段階的に引き下げる措置を講ずるものです。

※令和３年度より２年生から段階的に引き下げる。

令和７年度に全学年が３５人学級となる。

※学級編成基準・・・《1959年 50人 1964年 45人 1980年 40人》

小学校1年生は、2011年度に35人学級となっている。

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正
する法律等の施行について
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１クラスに在籍する人数について

現在の国の基準（令和７年度以降）では、

小学校 ３５人学級 中学校 ４０人学級

となっています。子どもたちの学びを保障し、質の高い
教育を実現するためには、どのような学級規模がふさ
わしいと考えますか。

適正な学級規模について

議論内容
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議論の補足資料（前回提示資料）
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市独自で単学級を解消する場合の経費

１年１組（３５人）

２年１組（３５人）

３年１組（３５人）

４年１組（３５人）

５年１組（３５人）

６年１組（３５人）

１年１組（１７人）

２年１組（１７人）

３年１組（１７人）

４年１組（１７人）

５年１組（１７人）

６年１組（１７人）

１年２組（１８人）

２年２組（１８人）

３年２組（１８人）

４年２組（１８人）

５年２組（１８人）

６年２組（１８人）

６学年単学級 ６学年２学級

教職員１人 人件費【500万円～600万円と仮定】

仮に６学年の学級規模を20人程度にした場合、６人の教職員が必要となる。

予算 500万円～600万円×６人＝3000万円～3600万円（１年間）

今後、その措置を続けていくと、毎年 3000万円×学校数 が必要となる。 8



市内小学校で２０人学級を実施した場合のクラス数

教職員１人 人件費【500万円～600万円と仮定】

２０人学級を実施した場合、１４３人の担任が必要となる。

人件費500万円と仮定しても 500万円×143人＝7億1500万円（１年間）

久代小

加茂小

川西小

桜が丘小

川西北小

明峰小

16 ⇒ 26

18 ⇒ 24

18 ⇒ 29

12 ⇒ 22

16 ⇒ 27

24 ⇒ 38

35人学級 20人学級

多田小

多田東小

緑台小

陽明小

清和台小

清和台南小

17 ⇒ 23

18 ⇒ 30

12 ⇒ 18

12 ⇒ 19

7 ⇒ 13

7 ⇒ 12

35人学級 20人学級

けやき坂小

東谷小

牧の台小

北陵小

合計

18 ⇒ 28

17 ⇒ 30

17 ⇒ 28

13 ⇒ 18

242 ⇒ 385

35人学級 20人学級

令和６年度クラス数

実施には、
人（教職員）
物（教室）
金（財源）
が必要になる。 9



川西市小・中学校 学級規模（Ｒ６年度）

【小学校 通常の学級】 合計２４２学級

３０人以上 ⇒ ７６学級 （約３割）

２９人以下 ⇒ １６６学級 （約７割）

２５人以下 ⇒ ４７学級

【中学校 通常の学級】 合計９８学級

３５人以上 ⇒ ６９学級 （約７割）

３４人以下 ⇒ ２９学級 （約３割）
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特色のある教育について

12

ア 主体的な学びや育ちを習得できる環境の充実

イ 互いの多様性を尊重し、つながりを大切にした協働的な学びや育ちの実現

ウ ともに学び、ともに育つインクルーシブ教育の推進

エ 学校運営をみんなで考える体制の構築

オ 子どもの学びや育ちを支える教職員の育成

カ 新たな部活動環境の構築に向けた社会移行の実現

キ 学級規模、学校規模を検討し、質の高い教育環境の整備

ク 就学前教育保育施設と学校との連携の強化

ケ 人権教育、多文化共生教育の推進

川西市のめざす教育 【教育大綱】と取組み



特色のある教育について
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ア 主体的な学びや育ちを習得できる環境の充実
①英語・数学の学力定着に向けた少人数授業を中学校で実施

②中学生を対象にした民間事業者による学習支援を放課後の教室で実施

イ 互いの多様性を尊重し、つながりを大切にした協働的な学びや育ちの実現
①市内全小・中学校で校内サポートルーム開設

②学びのスペース「セオリア」

ウ ともに学び、ともに育つインクルーシブ教育の推進

①支援を必要とする幼児児童生徒の就学前から小中学校までの一貫した支援体制の構築と

支援の実施

②川西養護学校に在籍する児童生徒が地域とのつながりの維持・継続を図る仕組み（副籍）

の推進

エ 学校運営をみんなで考える体制の構築
①生徒と教育委員会との意見交流会

川西市のめざす教育 【教育大綱】と取組み

取組み

取組み

取組み

取組み



特色のある教育について
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オ 子どもの学びや育ちを支える教職員の育成

①教職員実践支援プロジェクト

カ 新たな部活動環境の構築に向けた社会移行の実現

①地域クラブの受け皿となる団体を広く公募

キ 学級規模、学校規模を検討し、質の高い教育環境の整備

①川西市立学校のあり方審議会の開催

ク 就学前教育保育施設と学校との連携の強化

①サポートシステムを活用した切れ目のない教育保育の支援

②円滑な接続に向けて、連携を深める取組みの実施

ケ 人権教育、多文化共生教育の推進

①「こどもの権利」を学ぶカリキュラムの実施

②市費通訳の配置

川西市のめざす教育 【教育大綱】と取組み

取組み

取組み

取組み

取組み

取組み



特色のある教育について
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①学びの多様化学校

②チーム（学年）担任制、教科担任制

③小中一貫教育

④オンラインを活用した教育

川西市教育委員会が研究している教育



学びの多様化学校
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学びの多様化学校について

17

１．学びの多様化学校とは

不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して
教育を実施する必要があると認められる場合、文部科学大臣が、
学校教育法施行規則第56条に基づき、学校を指定し、特定の学
校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成し
て教育を実施することができる。

このような教育が行える学校のことを、「学びの多様化学校（い
わゆる不登校特例校）」と呼ぶ。



学びの多様化学校について

18

２．特別な教育課程とは

※文部科学省資料



学びの多様化学校 草潤中学校（岐阜県）

19※文部科学省資料



学びの多様化学校について
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３．設置状況（令和６年度）

※文部科学省資料



チーム（学年）担任制、教科担任制
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学年担任制・教科担任制の取組み（多田小学校）
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学年担任制・教科担任制の取組み（多田小学校）
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チーム担任制・教科担任制の取組み（清和台南小学校）

６人の教師で、３～６年生の５学級（令和６年度）を担任します。

３年
４年 ５年

６年

Ａ先生
３年
担任

Ｂ先生
４年１組

担任

Ｃ先生
４年２組
担任

Ｄ先生
５年
担任

Ｆ先生
サポート

原則１週間で学級担任を交替していきます。

Ｅ先生
６年
担任

今週
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チーム担任制・教科担任制の取組み（清和台南小学校）

６人の教師で、３～６年生の５学級（令和６年度）を担任します。

３年
４年 ５年

６年

Ａ先生
サポート

Ｂ先生
３年
担任

Ｃ先生
４年１組
担任

Ｄ先生
４年２組

担任
Ｆ先生
６年
担任

原則１週間で学級担任を交替していきます。

Ｅ先生
５年
担任

来週
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チーム担任制・教科担任制の取組み（清和台南小学校）

１･２年生は３人、３～６年生は８人で教科を分担して指導します。

６
年

Ａ先生
3･4年国語
5･6年道徳

Ｂ先生
3～5年
算数

Ｃ先生
3～6年社会
6年算数

Ｄ先生
3～6年体育
5年国語

Ｅ先生
3～6年
図工
家庭科

Ｆ先生
1～6年
音楽

※特別活動、総合的な学習の時間は、それぞれの担任のクラスで分担

Ｇ先生
1･2年
体育
道徳

Ｈ先生
1･2年
生活
図工

専科
3～6年
理科

専科
3～6年
英語

５
年

４
年

３
年

１
年

２
年

※上記以外の教科は担任が指導
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小中一貫教育
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小中一貫教育について

28

ク 就学前教育保育施設と学校との連携の強化

小学校、中学校、特別支援学校の学校教育と就学前教育保育を一体的に考え、協働しなが
ら子どもたちの学びや育ちを支援します。

また、中学校区内の小中学校における一貫性のある教育を推進します。

川西市のめざす教育 【教育大綱】

中学校の教師による小学校での体験授業

中学校生徒会による小学生向けの学校紹介

部活動体験

川西市の小中連携の取組み（例）



特色のあるカリキュラムと魅力ある取組例
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加古川市立義務教育学校
両荘みらい学園



特色のあるカリキュラムと魅力ある取組例
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加古川市立義務教育学校
両荘みらい学園



小中一貫教育の特徴
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小中一貫教育の特徴

１．小・中学校が目指す子ども像を共有し、９年間一貫した系統的な教育課程を編成・実
施することができる。

２．小学校と中学校の教員組織の連携が強化されることから、児童生徒に関する共通理
解が十分に図られ、小中学校の接続の円滑化を図ることができる。

３．子どもたちの実態に応じて、「４－３－２制」や「５－４制」と柔軟な区切りを設定するこ
とができる。

４．学校独自の教育課程の開発・実践に取り組むことができる。

義務教育９年間の連続性を意識した教育課程の編成の重要性が増したこと、中１ギャップの解消や児童生徒の
発達の早期化等、現在の教育課題を解消するために小中一貫教育が求められた。

・小学校低学年からアルファベッ
トや単語指導を行う。
・中学校数学科の負の数や文字を
用いた式の指導を、小学校高学年
に移行する。
・社会の歴史の内容を、小中で整
理して重複がないように指導する。

指導内容の入替え・移行例

・中学校の理科の教員が、小学校
高学年の理科の授業を実施するこ
とで、より専門的な指導を受けら
れる。
・家庭科の教員が、小学校・中学
校ともに指導することで、中学校
における免許外指導が解消できる。

乗り入れ授業例

・９年間を見通した魅力あるカリ
キュラムを編成することができる。
例）１年生からの英語科の導入
「ふるさとみらい科」の新設

※加古川市立両荘みらい学園

学校独自の教育課程の実践



小中連携、小中一貫教育制度の関係

32

小中連携教育 小・中学校段階の教員が互いに情報交換や交流を行うことを通じて、小学校教育から
中学校教育への円滑な接続をめざす様々な教育

小中一貫教育 小中連携教育のうち、小・中学校段階の教員がめざす子ども像を共有し、
９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育をめざす教育

義務教育学校

・新たな学校種（一つの学校）
⇒１人の校長、

１つの教職員組織

修業年限：９年
（前期課程６年＋後期課程３年）

小中一貫型小学校・中学校

・組織上独立した小学校及び中学校が
一貫した教育を施す形態
⇒それぞれの学校に校長、教職員組織

小学校 ６年
中学校 ３年

どちらにも、施設一体型・施設隣接型・施設分離型の施設の形態がある。



オンラインを活用した教育
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オンラインを活用した教育について

34※文部科学省資料

他校の児童生徒とオンライ
ンを活用した交流や、学校
に来ていない児童生徒に
対して、同時双方向での授
業配信や、オンデマンド動
画を活用した学習など、オ
ンラインを活用した取組み
が進んできている。



オンラインを活用した教育について

35

①令和２年度、全校児童生徒に一人一台端末を導入

②授業中は、一人一台端末を活用し、意見集約や意見交流などを実施し

ている。

③令和５年度には、電子黒板を通常の学級に導入し、授業で活用している。

④欠席児童生徒や校内サポートルームに登校している児童生徒に対して

オンラインを利用して教室とつなぎ、授業配信を状況に応じて実施してい

る。

川西市のＩＣＴ機器活用の現状



「子どもたちの学びを保障し、
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議論のための共通認識

37



通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学校及び義務教
育学校にあつてはおおむね六キロメートル以内であること。

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令

【通学距離による考え方】

○小学校５年生と中学校２年生を対象に、通学距離とストレスとの関係を調べた研究によると、
小学校で４㎞以内、中学校で６㎞以内という通学距離の範囲においては、気象等に関する考慮
要素が比較的少ない場合、ストレスが大幅に増加することは認められませんでした。

○これらを踏まえれば、徒歩や自転車による通学距離としては、小学校で４㎞以内、中学校で
６㎞以内という基準はおおよその目安として引き続き妥当であると考えられます。その上で、各
市町村においては、通学路の安全確保の状況や地理的な条件に加え、徒歩による通学なのか、
一部の児童生徒について自転車通学を認めたり、スクールバスを導入したりするのかなども考
慮の上、児童生徒の実態や地域の実情を踏まえた適切な通学距離の基準を設定することが望
まれます。

学校の適正配置（通学条件） 【公立小学校・中学校の適正規模・適正配置に関する手引き】

議論のための共通認識 【国の基準の考え方】
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通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学校及び義務教
育学校にあつてはおおむね六キロメートル以内であること。

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令

【通学時間による考え方】

○児童生徒の実際の通学の状況を見た場合、スクールバスの導入事例や多様な交通機関の活用事
例が増加しており（中略）、通学時間の観点から各市町村の通学条件の基準を調査した結果、「交通
機関を利用した場合の通学時間」を基準として設定している市町村の中では、おおむね１時間以内と
設定している例が多いことが明らかになりました。また、過去の統合事例を分析したところ、統合後の
最遠方からの通学時間は１０分未満～７５分までと幅広いものの、９割以上が１時間以内となっていま
した。

○適切な交通手段が確保でき、かつ遠距離通学や長時間通学によるデメリットを一定程度解消でき
る見通しが立つということを前提として、通学時間について、「おおむね１時間以内」を一応の目安とし
た上で、各市町村において、地域の実情や児童生徒の実態に応じて１時間以上や１時間以内に設定
することの適否も含めた判断を行うことが適当であると考えられます。

学校の適正配置（通学条件） 【公立小学校・中学校の適正規模・適正配置に関する手引き】

議論のための共通認識 【国の基準の考え方】
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校区による学校の指定以外に一定の条件のもと、保護者や児童生徒の希望により隣接する
校区の学校への入学希望を認める制度。小規模な宅地開発に伴い通学距離や生活圏等の問
題から校区変更の要望が増加しており、そういった課題を解消する仕組み。

校区制度を基本に入学を希望する人数に５％の限度枠を設けることにより、先行事例で課題と
なっていた「人気校」「不人気校」の二極化などによる問題が生じることがなくなり、学校の安定
的な運営と、地域と学校との関係にも配慮した。

本市独自の制度として平成１７年度の新入生から運用を開始。

「隣接校区選択希望制度」

議論のための共通認識 【川西市の取組み】
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令和６年度中に、清和台中学校区（けやき坂地区）及び東谷中学校区（北陵地区）で、自転車
通学を試験的に実施する。

中学校での自転車通学の試行実施



学校の適正配置を検討する上で、どのようなことに配
慮する必要があると考えますか。その上で、通学距離
や通学時間は、どの程度までが妥当だと考えますか。

学校の適正配置について（通学時間・通学距離）

議論内容
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